
令和８年度 夏休み「わくわく体験塾」ついて 
 

１ ねらい 

学校・学年・学級の枠をこえた異年齢交流を通して、互いに協力し、相手を思いやる心を育て

るとともに、幅広い講座の中から、わくわく・どきどきする感動体験を得ることにより、いろ

いろな事象への興味関心を広め、学ぶことの楽しさ・意欲を高めることをねらいとする。 

 

２ 今年度の基本方針 

（１）夏季休業中に実施する。 

期間 ７月２６日（日）～８月２４日（月） 

※１学期就業日及び見附まつり終了後から、２学期始業日前までを原則とする。 

（２）原則として、1 回で完結する単発講座とし、発達段階を考慮し、幅広い知的欲求を喚起す

る講座を開設する。 

（３）「市民が開設する講座」「行政が開設する講座」「教職員・学校関係者（学校運営協議会委

員等）が開設する講座」を併設し、協力し合いながら、以下の方向で取り組む。 

① 児童の興味関心（知的欲求）を刺激する幅広い講座を開設する。 

② 講座開設日時にバリエーションの幅を持たせる。（平日・休日、日中・夕方） 

③ 市民の協力をいただき、見附の市民が子どもたちの学び（遊び）に関わる場とする。 

④ 「みつけ Job チャレ教育」（アントレ―プレナーシップ教育：未来創造力や課題解決能

力、コミュニケーション能力、探求心高め、将来を生き抜く力を養う）の取組みの１つ

として位置付けます。アントレプレナーシップ教育の視点を取り入れた講座の開設、呼

びかけを積極的にお願いします。 

⑤ 教職員も特技・得意な指導内容を十分に発揮して、子どもたちの豊かな発達に関わる。 

 

３ 参加人数の実績 

   



４ 昨年度の講座 

別紙講座一覧参照 

 

５ 各分野からの講座開設にあたり 

①市民力（市民団体・個人など）を活かした講座開設に向けて。 

（１）「自然・文化芸術・スポーツ・趣味」どの分野でも、得意な分野で開設してください。 

（２）土・日開催、開催内容によっては夜間（ただし親子同伴）の実施も可能です。当然、平日

の日中開催も歓迎です。 

（３）講座開設にかかる費用は、団体負担または参加費として徴収してください（学校教育課か

ら消耗品の支払いは行いません）。 

（４）市民が開設する講座の講師および協力者には謝金をお支払いします（1,500 円）。講座内容

にもよりますが、子どもの参加者 10 人につき講師 1 人以内を目処とします。 

（５）「会場確保、準備等、講座運営」は、すべて講座開設者が行ってください。 

 

②行政力を生かした講座開設に向けて（市役所各課） 

（１）公民館事業や市役所各課が実施する講座について、参加者を募ります。（各学校とのやりと

り、名簿作成、情報提供は学校教育課が行います。） 

（２）「会場確保、準備等、講座運営」は、すべて講座開設者が行ってください。 

 

③企業力・職業力を活かした講座開設に向けて（企業・商店・農家など） 

（１）職場体験や施設見学、職業体験、作業体験、収穫体験、商品開発体験、出店体験など企業

や職業等への興味関心や理解につながる内容で開設してください。 

（２）土・日開催、開催内容によっては夜間（ただし親子同伴）の実施も可能です。当然、平日

の日中開催も歓迎です。 

（３）講座開設にかかる費用は、団体負担または参加費として徴収してください（学校教育課か

ら消耗品の支払いは行いません）。 

（４）市民が開設する講座の講師および協力者には謝金をお支払いします（1,500 円）。講座内容

にもよりますが、子どもの参加者 10 人につき講師 1 人以内を目処とします。 

（５）「会場確保、準備等、講座運営」は、すべて講座開設者が行ってください。 

 

④教師力・学校力を生かした講座開設に向けて（小・中・特別支援学校） 

（１）各校、教職員や学校関係者等の特技を生かした講座開設に協力をお願いします。 

（２）趣旨を理解していただき、各学校で 1講座以上の開設協力をお願いします。 

  （学校規模・職員数も考慮して、開設数は考慮してくださって結構です。） 



  （「チーム学校」の連携を深めることが、内容のレベルアップと安定した運営につながりま 

す。） 

（３）基本は、平日、勤務日に、自校を基本に、勤務時間内で設定してください。 

（４）講座開設にかかる費用は、団体負担または参加費として徴収してください（学校教育課か

ら消耗品の支払いは行いません）。 

（５）教職員の他に地域の方など講座のお手伝いをする場合には謝金をお支払いします（1,500

円）。講座内容にもよりますが、子どもの参加者 10人につき協力員 1人以内を目処としま

す。 

（６）「会場確保、準備等、講座運営」は、すべて講座開設者が行ってください。 

  

６ その他 

・参加募集対象者は市内小学校在籍の小学生及び見附特別支援学校の小学部のみとします。 

・同一の内容であっても、日程が異なるものについては複数講座として取り扱います。1 講座に

つき 1枚の申込書を提出してください。 

 

  



 

＜令和８年度わくわく体験塾スケジュール（予定）＞ 
 

実施講座の募集 ～ ５月２０日（水） 

 

市教委で講座一覧表作成   ５月２１日（木） ～ ５月２２日（金） 

 

参加募集案内を各校児童に配付   ６月 １日（月） ～ 

 

児童から学校へ申込書提出 

（logoフォームによる申込み〆切：６月１６日） 

  ６月 １日（月） ～ ６月１６日（火） 

  

 

学校から市教委へ申込書提出   ６月１０日（火） ～ ６月１７日（水） 

 

市教委で参加者名簿作成   ６月２２日（月） ～ ７月３日（金） 

※講座開設者へ申込み状況の報告、定員をオーバーした講座の調整・抽選等 

講座参加者決定   ７月 ３日（金） 

 

講座開設者へ参加者名簿等を送付   ７月 ６日（月）～ 

 

参加決定等のお知らせを学校へ送付   ７月１７日（金）までに児童へ配布 

 

講座実施   ７月２６日（日）～８月２４日（月） 

 

経費・謝金等の精算   講座終了後から順次 

 

 


